
東近江市児童相談支援事業こころが関わる主な事業所　　   　　令和６年10月現在

実施主体・事業所名 児童発達支援・放課後等デイサービス　ベストライフつばさ

サービスの種類 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援

所在地
〒523-0032
滋賀県近江八幡市白鳥町30-3敷島第2ビル101号
(ＢＯＯＫＯＦＦさん斜め向い)

電話・FAX・e-mail
電  話：0748-43-2275
ＦＡＸ：0748-43-2275
e-mail：bestlife@bz04.plala.or.jp

開所日 月曜日～土曜日。ただし、12月30日から1月3日までを除く。

開所時間
児童発達支援：平日（月～金）9：30～11：30の1時間
放課後等　　：平日（月～金）学校終了後～17：15
デイサービス　土曜、祝日、長期休み　10：30～16：30

定員 １０名

対象児 発達の遅れ・発達障害児・肢体不自由児・医療的ケア児・重症心身障害児・その他

送迎の有無 有り（放課後等デイサービス）

支援の内容

卒業後、地域社会に自信を持ちはばたいていける
そんな「つばさ」を持って欲しい
そんな願いを込めて
ベストライフつばさは
お子様とご家族様とスタッフが力を合わせ
一人一人の発達を支え、思いや願いをくみ取り、
卒業時には一人で生きていく力を育み、
羽ばたけるよう支援する
療育機関（児童発達支援・放課後等デイサービス）です。
理学療法士、作業療法士（リハビリの専門職）が在住しています。
そのため、家庭や園、学校でのつまずきに積極的に介入でき、運動
面・学習面・社会面あらゆることに専門的なアプローチが可能です。
療法士が適宜、検査をし、個別支援計画をたて集団や個別の中で的確
な訓練を行います。
①自立支援と日常生活の充実のための活動
　感覚統合の考えに則った体操
　ビジョントレーニング
　ことばの練習
② 創作活動、昼食、おやつ作り
③ 余暇の提供

ホームページ：

bestlifesiga.com/tubasa/


